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補助金交付
による効果

　地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら，地方公営企業の
経営健全化を促進し，その経営基盤を強化する効果がある。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

当該年度

7,115,564

前年度補助事業
の主な実施概要

【地下鉄緊急整備事業特別債元利償還金補助金】  3,801,370千円
○地下鉄緊急整備事業（七隈線：金山～天神南間）の事業費の80％について，企業債
（特別債）の発行を認め，その元利償還金の３分の２相当額について一般会計から補助
を行うもの。

【高速鉄道事業特例債元利償還金補助金】  2,529,462千円
○地下鉄事業の経営改善を図るため，地下鉄建設のために借入れた企業債から生じ
る支払利息相当額を対象に，再度企業債の発行を認め（特例債），その元利償還金に
ついて一般会計から補助を行うもの。

回

終期を延長する
理由

-

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
○交付対象となるのは，原則として毎年度，総務省から通知される「地方公営企業
の繰出金について」（繰出基準）に基づくもの。
（例）平成30年度繰出基準
第４　交通事業
　 ５  地下高速鉄道の緊急整備に要する経費

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

-

（非公募の場合）
非公募の理由

-

■　団体

-

高速鉄道事業会計 区分

交通局　総務部　経理課
（ＴＥＬ　732-4114　）

　企業会計は地方公営企業法第１７条の２「経費の負担の原則」に基づき，地方公営企
業の経営に伴う収入をもって運営する独立採算であるが，「その性質上当該地方公営
企業の経営に伴う収入を充てることが適当でない経費」等は，一般会計が負担すること
となっており，毎年度総務省から通知される「地方公営企業繰出金について」（繰出基
準）に基づき一般会計から補助金の交付を受けている（一部は公共目的に合致するた
め，繰出基準以外の補助金もあり）。

担当課
（連絡先）

補助金名 高速鉄道事業費補助金

（公募の場合）
公募時期

外郭団体等への補助金

補助金の目的
及び

補助対象事業

交付先決定方法 　 　■　非公募

7,741,121

20

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

15

　　■　その他

延長回数 -

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

7,112,609

昭和49 44年度 年度

7,716,769

18

経過年数

設定しない


